
傾聴ボランティア事業のご利用について

ご利用内容

ご利用できる方：市内在住の満75歳以上ひとり暮らしの高齢者
※　原則、介護保険制度を利用している方は対象外となります。

ご利用回数：月１回　１時間程度

傾聴ボランティア派遣までの流れ

※ご利用者される方が電話ができない場合は、代理の方でも可能です。

申請書の書き方について説明しますので、その場で申請ができます！

その後、社協から決定通知が届きます。

皆さんの状況にあった傾聴ボランティアさんに依頼をします。

傾聴ボランティアが決まりましたら、お電話をさせていただき、

そこから傾聴活動が始まります！

重 要 事 項
傾聴ボランティアさんは、お話を聴くボランティアです。

ボランティアは無償で地域の人のために活動する人です。

ボランティアに対してのお茶などの接待はご遠慮ください。

傾聴ボランティアは、社協の養成研修等を受講しています。

活動で知りえた情報は口外しません。

安心して、あなたの心の内をお話しください。

まずは、社会福祉協議会までお電話ください。

0568-25-8500

社協職員等が訪問し、詳しくお話をお伺いします。


